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宮城県・熊本県 国家戦略特別区域 区域計画 

 

１ 国家戦略特別区域の名称 

  「宮城県・熊本県 産業拠点形成連携“絆”特区」 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

 （１）名称：国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業 

    内容：外国人エンジニアの就労促進に係る在留資格認定証明書交付に関する特例 

（国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業） 

       スタートアップをはじめイノベーティブな国内企業の成長を担う海外の優

秀なＩＴエンジニア及び半導体関連産業エンジニア並びにその通訳者（以下

「外国人エンジニア」という。）を確保し、我が国における産業の国際競争

力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、以下に掲げる地域

において、外国人エンジニアの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認

定証明書交付申請の審査を迅速化するとともに、その期間を明確化して、外

国人エンジニアの就労を促進する。 

 

① 熊本県全域【令和６年度中に実施】 

 

② 宮城県全域【令和７年度中に実施】 

 

（２）名称：国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業 

    内容：外国人家事支援人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例 

（国家戦略特別区域法第 16 条の４に規定する国家戦略特別区域家事支援外

国人受入事業） 

       国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関の基準を満た

す企業が、熊本県全域において、家事の負担を抱える方々の活躍推進や家事

支援ニーズへ対応するため、外国人家事支援人材を受け入れる事業を実施す

る。【令和 7年度中を目途に実施】 

 

（３）名称：国家戦略特区支援利子補給金の支給事業 

    内容：指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の支援 

（国家戦略特別区域法第 28 条に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支

給事業） 

        

① 次世代パワー半導体に係る検査及び搬送装置（形状等に応じた先進オーダ 

ーメイド型）の開発・生産 

株式会社ＥＦＦＯＲＴが、次世代パワー半導体に係る検査及び搬送装置の
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開発・生産拠点の整備を図る、半導体関連産業の高度化、雇用機会の増大

等に係る事業（国家戦略特別区域法施行規則第１条第４号チに該当するも

の）を行うことにより、半導体関連産業・先端技術における我が国の国際

競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与する。

（熊本県） 

 

     ② 半導体関連産業の拠点形成に資する、廃棄物高度中間処理施設（世界最新

AI・デジタル技術駆使）の整備等事業 

有価物回収協業組合石坂グループが、半導体関連産業の集積に伴う廃棄物

受入増に対応した、廃棄物の処理能力の強化・高度化及び円滑な受入れを

促進する処理施設の整備等を通じて半導体関連産業等の事業活動の効率化

を図る、新技術の開発や提供、地域産業の高度化や活性化、雇用機会の増

大等に係る事業（国家戦略特別区域法施行規則第１条第４号チに該当する

もの）を行うことにより、半導体関連産業・先端技術における我が国の国

際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与する。

（熊本県） 

 

     ③ 半導体関連工場等の集積スピードアップに資する、大規模鉄骨構造物等組

立てに係る自動溶接ロボットの導入等 

株式会社一工業が、半導体関連工場等の集積に係る早期建設需要の高まり 

に対応した、大規模鉄骨構造物等組立てに係る操作性の高い自動溶接ロボッ

トの導入等を通じて半導体工場等の建設工程のスピードアップ及び外国人

材の受入れ円滑化や早期育成・確保を図る、地域産業の高度化や活性化、雇

用機会の増大等に係る事業（国家戦略特別区域法施行規則第１条第４号チに

該当するもの）を行うことにより、半導体関連産業・先端技術における我が

国の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与

する。（熊本県） 

 

     ④ 半導体関連産業の拠点形成に資する、関連製造事業所の再編・統合等集約

及び輸送等効率化推進事業 

平田機工株式会社が、半導体関連工場の集積や半導体製造装置の需要の高

まりに対応した、半導体関連製造事業所の再編・統合等集約による、半導

体製造装置の製造強化や輸送等効率化など、地域の効率的・安定的な半導

体供給を図る、半導体関連産業の高度化や活性化、雇用機会の増大等に係

る事業（国家戦略特別区域法施行規則第１条第４号チに該当するもの）を

行うことにより、半導体関連産業・先端技術における我が国の国際競争力

の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与する。（熊本

県） 
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     ⑤ 半導体関連産業の拠点形成の推進・波及に資する、検査等後工程の国内初

ワンストップ対応施設整備等事業 

ダルマエレクトロニクス株式会社が、半導体製造（半導体チップ等搭載プリ

ント基板等）の検査等後工程のボリューム・スピードアップ等ニーズに対応

した、ワンストップ検査等施設の整備を通じて検査等の国内での完結体制の

構築及び半導体パッケージ製品等の生産性・品質向上を図る、地域産業の高

度化や活性化、雇用機会の増大等に係る事業（国家戦略特別区域法施行規則

第１条第４号チに該当するもの）を行うことにより、半導体関連産業・先端

技術における我が国の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形

成に相当程度寄与する。（熊本県） 

 

（４）名称：国家戦略特別区域会社設立登記手続の英語対応事業 

    内容：会社の設立登記申請等に係る英語での手続の支援に関する特例 

（国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業） 

 海外企業の国内進出を促進するため、会社設立に必要な商業登記・定款認

証に係る申請手続が英語で完結するよう、以下に掲げる地域において、英

語による入力・選択のみで申請書及びこれに添付する定款等の作成を可能

とする法務省のツールを活用して申請手続を自治体が支援する。 

 

① 熊本県全域【令和８年度から実施予定】 

 

３ 区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

  区域計画の実施により、新たな産業集積を支える外国人材の受入れ等の共通の地域課題

を抱える両県の連携により、迅速な産業拠点の形成に向けた環境整備等を推進することを

通じ、雇用・労働・創業などを始めとした地域の課題解決が図られるとともに、宮城県・

熊本県産業拠点形成連携“絆”特区における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活

動拠点の形成に相当程度寄与する。 

 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

点の形成のために必要な事項 

（１）事項：近未来技術の実証事業を促進するための「熊本県近未来技術実証ワンスト

ップセンター」の設置 

内容：近未来技術である自動走行やドローン（小型無人機）及びＡＩ・ＩｏＴ等

を活用した実証事業（以下「実証事業」という。）を促進することにより、

近未来技術の早期実装を図るため、熊本県内において実証事業を実施しよ

うとする者に対して、必要な手続に関する情報の提供、相談、助言その他

の援助を行う「熊本県近未来技術実証ワンストップセンター」（以下「近未
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来センター」という。）を、国家戦略特別区域会議の下に設置する。【令和

６年度中に設置】 

 

ⅰ）設置主体：国（内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省）及び熊本県 

ⅱ）設置場所：熊本県庁（熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号）  

ⅲ）実施体制：センター長、事務責任者を配置する。  

ⅳ）事業内容：近未来センターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

・実証事業に必要な手続に関する相談対応（関係機関への確認を含む。） 

・関係機関への情報提供及び調整 

・実証事業の場となる道路、土地又は施設の管理者との連絡調整 

・実証事業の実施に係る地元関係者への周知 

・国家戦略特別区域制度を活用した規制緩和に係る相談対応 

・その他実証事業の実施に必要な支援 

 

（２）事項：外国人を含めた開業を促進するための「熊本県開業ワンストップセンター」

の設置 

内容：外国人を含めた開業の促進のため、登記、税務、年金・社会保険等の法人設

立及び事業開始時に必要な各種申請等をオンラインで実施可能とし、関連す

る相談業務や各種手続の支援を総合的に行う「熊本県開業ワンストップセン

ター」を、国家戦略特別区域会議の下に設置する。【令和７年度中に設置予

定】 

 

ⅰ）設置主体：国（内閣府、法務省、国税庁、厚生労働省）及び熊本県 

ⅱ）設置場所：びぷれすイノベーションスタジオ内  

ⅲ）実施体制：施設長、相談担当、受付スタッフを配置する。 

・施設長は、熊本県産業支援課長と兼務し、本事業が「区域方針」及び

「宮城県・熊本県国家戦略特別区域計画」に則り、その目的達成に必

要なものとして機能するよう、必要な連絡調整を各省庁と行う。ま

た、施設長は、その運営に関する責任を負う。 

・相談担当は、熊本県が担い、本事業全体に係る業務の総合窓口として

連絡調整を行い、必要に応じて知見等を持つ事業者に委託する。 

・受付スタッフは、本事業全体に係る業務の総合窓口、連絡調整等を行

う。 

なお、相談担当が兼務する場合もある。  

ⅳ）事業内容：実施する主な事業は、以下のとおり。なお、要望に応じ英語対応を実

施する。  

・相談担当による申請書等の作成支援 

・受付スタッフから各省庁の管轄する窓口への連絡調整 等 
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ⅴ）そ の 他：完全予約制。相談対応時間は、土・日・祝日・年末年始（12 月 29 日

～１月３日）及び施設の保守等に要する日を除く、午前 10 時から午後

６時 20 分までとする。  

 

 

 


